
1 
 

第１庁舎地下駐車場貸付要項 
 
１．趣旨 
 第１庁舎地下駐車場（以下「対象物件」という。）について、開庁時には主に来庁者用駐車場として機

械管理を行い、来庁者以外による一般利用及び閉庁時には、駐車場施設の有効活用や市民への利便性提

供を図るため、民間の駐車場運営ノウハウを活用し、有料時間貸駐車場（コインパーキング）の運営・

管理及びカーシェアリング事業を実施することを条件に、貸付を行うことを目的とする。 
 
２．貸付施設概要 
 施設名  ： 市川市役所 第１庁舎 地下駐車場 
 所在地  ： 市川市八幡１丁目１番１号 地下１階 
 総駐車台数： １３３台（普通車用車室、軽自動車用車室、障がい者用車室） 
 対象総面積： ４８２８．６９㎡ 
 車高制限 ： ２．４ｍ 
 平面図  ： 別紙１を参照 
 既設工作物： 別紙２～７を参照 
 
３．貸付期間 
 令和７年７月２２日から令和１２年７月２１日まで（５年間） 
 
４．貸付対象 
 ①ゲート部分及び車室（１１１台分） ※別紙８を参照 

面積：１４２１．５㎡ 
内訳：ゲート部分（１０．０㎡） 

普通車用車室（１２．５㎡／台） １０４台 
障がい者用車室（２１．０㎡／台）４台 
カーシェアリング用車室（１２．５㎡／台）３台 

②その他 
ゲート等機器類（別紙７）、ＥＶ車用電源手元開閉器（別紙９） 

 
５．貸付の方法 

地方自治法第２３８条の４第２項第４号の規定に基づく行政財産の貸付とする。なお、貸付契約は 
民法第６０１条に基づく賃貸借契約とし、借地借家法の規定の適用はないものとする。 
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６．費用負担 
（１）貸付料 

貸付料は、入札金額（年額）に消費税及び地方消費税を加算した金額とする。なお、契約期間中

に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率（毎年度４月１日の消費税率）により算定し

た額に改めるものとする。ただし、法令等に別の定めがある場合はこれに従うものとする。 
また、貸付料の納付については、各年度当初に市川市が発行する納入通知書により、市川市が指

定する期日までに各年度分を一括前納する。なお、年度途中の契約期間は日割り計算をする。 
 
 （２）その他の費用 

以下の費用は借受者の負担とする。納付方法については市川市と別途協議すること。 
①有料時間貸駐車場及びカーシェアリング事業に係る設計、整備、運営、維持管理、及び撤去 

等の費用 

②精算機、発券機、カーシェアリング事業にかかる電気代（空調、照明等、建物の附帯設備の 

電気代は除く。） 

③駐車場運営及びカーシェアリング事業にかかる通信費（遠隔操作機器や緊急対応用の電話

 代など。） 

④その他借受者が持ち込んだ機器に係る電気代、通信費 

※通信費に関する契約は借受者独自に行うものとし、電気代は使用した分を市川市に支払う 

ことを原則とする。 

 

（３）遅延損害金 
    貸付料を納入通知書に記載されている納入期限までに支払わないときは、その翌日から納入の 

日までの期間について、民法（明治２９年法律第８９号）第４０４条第１項の法定利率の割合を 

乗じて計算した遅延損害金を市川市に支払わなければならない。 
 
７．貸付に関する条件 

（１）借受者の義務 
① 借受者は、善良なる管理者の注意をもって対象物件を管理運営すること。 
② 借受者は、対象物件を使用して行う事業に伴う一切の責任を負うこと。 
③ 借受者は、市川市が対象物件の管理上必要な事項を借受者に通知した場合は、その事項を遵

守しなければならない。 
④ 借受者は、対象物件の管理運営に当たっては、駐車場利用者や近隣住民の迷惑とならないよ

う十分に配慮しなければならない。 
⑤ 借受者は、関係法令及び市川市が定める関係条例等を遵守し、適法かつ適切な本件駐車場の

整備及び管理運営を行うこと。 
⑥ 借受者は、対象物件の管理運営に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
⑦ 借受者が市川市又は第三者に損害を与えたときは、すべて借受者の責任でその損害を賠償し

なければならない。 
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（２）対象物件の用途 
① 有料時間貸駐車場 
② カーシェアリング事業 
 

（３）使用上の禁止及び制限事項等  
① 借受者は、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、転貸し、質入若しくは担保

に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等をすることはできない。 
② 借受者は、対象物件の使用に当たり、この物件の形質を改変することはできない。ただし、

あらかじめ市川市から書面による承諾を受けるときは、この限りでない。 
③ 借受者は、対象物件及び設置した工作物を来庁者優先駐車場、有料時間貸駐車場及びカーシ

ェアリング事業以外の目的に使用することはできない。 
④ 借受者は、貸付に係る業務を自ら行うものとし、他の者にその業務を再委託してはならない。

ただし、あらかじめ業務の一部について市川市から承認を受けたときは、この限りでない。 
 

（４）貸付契約の解除等 
    次の各号に該当するときは、貸付契約を解除することができる。その際、市川市は既納の貸付 

料を返還しない。 
① 借受者が契約義務に違反したとき。 
② 借受者が令和７年７月２２日に、有料時間貸駐車場を開設しなかったとき。 
③ 落札者が契約しないとき、又は契約締結後に中途で契約の解除を申し入れたときは、その事

実があった日から１年間において、第１庁舎地下駐車場貸付に関する入札に参加できなくな

る。 
 
（５）借受者からの解除 

借受者が、契約解除を希望する日の６ヵ月前までに、市川市に対して解除の申し入れを行い、 
違約金として貸付料の６ヶ月分を市川市が指定する日までに支払ったときは貸付契約を解除す 
ることができる。その際、市川市は既納の貸付料を返還しない。 

 
 
（６）貸付期間満了時の返還 

① 借受者は貸付期間の満了時、又は契約義務違反等により契約を解除した場合は貸付対象を 
原状又は市川市が指示する状態に回復するものとする。原状回復にあたっては市川市が駐 
車場を運営するのに支障がないようにすると共に、新たな借受者がいる場合は速やかに 
協議、引継ぎを行うこととする。 

② 借受者は市川市に対して①に関する費用及び立退料等の請求を行うことはできない。 
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８．有料時間貸駐車場の管理・運営に関する条件 
  借受者は事業計画を作成し、自らの責任と負担において有料時間貸駐車場の整備、運営及び維持管

理・修繕等を行うものとする。 
 （１）管理・運営方法 

① ２４時間の営業とする。 
② 平日の８：００～１８：００については、主に市川市役所来庁者優先駐車場として管理・運営

すること。 
③ 平日の１８：００～翌８：００及び閉庁日（土・日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する

休日、１２月２９日から１月３日の間）については、有料時間貸駐車場として管理・運営する

こと。 
④ 駐車場の料金体系については、以下のとおりとする。但し、事前に市川市に対して十分に説明

を行うこと、開庁時は来庁者優先駐車場であることを考慮すること、市川市駐車場等の設置及

び管理に関する条例及び周辺民間駐車場の駐車料金を踏まえること、これまでの運用や周辺駐

車場との均衡を失しないよう留意することにより、料金体系を変更できるものとする。 
 月曜～金曜 土曜・日曜・祝日 
最大

料金 
8:00～18:00 

最大料金なし※ 
18:00~8:00 

６００円（税込） 
8:00～18:00 

９００円（税込） 
18:00~8:00 

６００円（税込） 
基本

料金 
0:00～24:00 

３０分２００円（税込） 
※最大料金を設けた場合、駐車場の混雑要因になるため、「最大料金なし」としている。 

⑤ 対象物件はあくまで来庁者優先駐車場であることから、開庁時間帯は来庁者が駐車場を利用す

る場合、原則６０分無料とし、特例として「市川市の窓口に相談・申請・手続き等」、「市川市

が招聘した人」に該当する場合は、所要時間を全て無料とする措置をとることができるように

すること。 
⑥ ⑤で述べた割引処理の対象者については、原則、市川市職員が認めた方法（駐車券に課名のス

タンプを押印する等）で処理をすることで選別する。ただし別手法がある場合は市川市と協議

の上、決定するものとする。 
⑦ 身体に障害のある方の運転又は同乗させている場合には、開庁時、閉庁時にかかわらず一定時

間の駐車料金を免除すること。 
⑧ 精算機は高額紙幣や各種キャッシュレス決裁に対応すること。また、精算機に操作の説明書き

を表示すること。 
⑨ 精算機または精算機付近に電話若しくはインターフォン等を取付け、トラブル等発生時には借

受者と駐車場利用者が直接連絡できるものとし、緊急時にはゲート（開動作及び閉動作）が遠

隔操作できるようにすること。ただし、電波障害等で市川市や近隣鉄道等の無線環境に影響を

及ぼさないよう対策すること。 
⑩ 利用者が精算機の不具合等により、不用な駐車料金を支払った場合は、借受者が直接利用者に

対し返金等の対応を行うこと。 
⑪ 駐車場の案内板や看板を取り付ける場所については市川市と協議すること。 
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⑫ 駐車場の満空情報を駐車場利用者がインターネットやスマートフォン等にて照会できるシス

テムを整えること。 
⑬ 開庁時に交通渋滞への対策として駐車スペースの確保や不正駐車防止の管理に努めること。 

ただし、地下駐車場内に誘導員等の配置は要しない。 
⑭ 休業日について、年次点検のための全館停電や災害時などで年間４日程度を想定し、詳細につ

いては都度、市川市と協議の上決定するものとする。なお、原則として休業に伴う補償、補填

は行わない。 
⑮ 駐車場の運営中にトラブルが発生した場合、速やかに対応できるようにすること。 

対応方法については事前に市川市と協議し、借受者がマニュアル等を作成すること。 
また、緊急の現場対応が必要となる場合に備え、原則として通報から３０分程度で駆け付けが

可能となる体制を構築すること。 
⑯ 第１庁舎は災害発生時に災害対策拠点となることから、災害応急対策や災害復旧活動等に対し、

協力、支援に努めること。 
⑰ 貸付部分にある建物の付帯設備（照明、空調、消防設備等）の保守、修繕は市川市の負担で行

う。これらを行うにあたり、貸付部分の一時的な占有が発生する場合は、事前に市川市から日

程を申し出た上で作業を行うものとする。 
⑱ 借受者は月に１回、対象物件の利用状況（日付別・時間別の満空情報、有料・無料それぞれの

利用台数、稼働率）、収支等運営状況の月報を市川市に提出すること。（書式は任意） 
⑲ 市川市は対象物件の運営状況を随時調査できるものとし、借受者はこれに協力しなければなら

ないものとする。 
 
（２）公用車の管理 

     対象物件の貸付対象外部分は市川市公用車等の駐車スペースとして市川市が利用する。 
公用車等が貸付対象のゲートを通過する際は専用のカード等でゲートを通り抜けることが 
可能であるなど、簡易に出入庫ができるようにすること。 
また、対象物件の駐車スペースと公用車用駐車スペースが駐車場利用者にわかりやすいよう、 

サイン等による誘導を行うこと。 
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９．カーシェアリング事業に関する条件 
（１）運営・管理方法 
① ２４時間の営業を可能とする。 
② 全国各地にカーシェアリング事業の拠点が存在し、利用できることとする。 
③ 対象物件に配置する車種や台数については、別途、市川市と協議することとする。ただし、 

車種については、環境に配慮した電気自動車やハイブリッド車を選定することを考慮すること。 
※＜令和６年度実績＞電気自動車１台、ハイブリッド車２台 合計３台 

  ④ 対象物件内にカーシェアリング利用者が利用しやすいように、サイン表示による誘導や操作

 案内表示を掲示すること。 
⑤ カーシェアリング事業に供する電気使用量は、市川市が指定する電気盤に子メーターを設置す

る ことで計量し、６．費用負担（２）を準拠する。 
⑥ 災害発生時や市川市が指示するときに限り、市川市の方針決定に従い、借受者がカーシェア 

リング利用者と利用停止等を調整すること。なお、市川市からの補償、補填は行わない。 
 
 
１０．その他 

① 個人情報保護の観点から、プライバシーマークを取得し、業務上知りえた個人情報を外に漏ら

さない体制ができるものとすること。 
② 時間貸駐車場やカーシェアリング事業の運営に必要な行政手続きは借受者が行うものとする。 
③ 原則として車室の数を変更することは認めない。 
④ 借受者は駐車場運営やカーシェアリング事業にかかる機器を用意することを条件とする（４．

貸付対象に記載しているものを除く）。ただし、市川市の同意がある場合は、既設工作物を変

形、改造して使用することは可能とするが、契約解除時に原状回復し返還すること。 
 
  本要項に定めのない事項については別途、市川市と借受者で協議の上決定するものとする。 
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